
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 ドラグ機構と、

　
　
　

スプールのポケット内に取り付けられており、
摩擦力以外の力で スプールを 抑制することなく

　

　
【請求項２】
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魚釣用リールであって、 該魚釣用リールの軸を中心として回転するよう
取り付けられ、且つ前記ドラグ機構と当接することにより回転が減速されるよう位置決め
されるスプールとを有し、前記当接により熱が発生し、該熱によって前記スプールが軸線
方向に熱膨張するものであり、

前記スプールの前記軸を中心とした回転を支承するためのベヤリング手段を有し、
前記ベヤリング手段は複数のベヤリングを有しており、
前記ベヤリングのうち第１のベヤリングは、前記ドラグ機構に対して遠位に位置し、且

つ前記 これにより該第１のベヤリングの外
周と該スプールとの間の 該 軸線方向に 該ス
プールと当接するものであり、

前記ベヤリングのうち第２のベヤリングは、前記ドラグ機構に対して近位に位置し、且
つ軸線方向位置に前記スプールに固定された状態で前記スプール内の段差に接して保持さ
れているものである

魚釣用リール。

請求項１記載の魚釣用リールにおいて、前記第１のベヤリングおよび前記第２のベヤリ
ングは前記軸に取り付けられており、スリーブは前記第１のベヤリングと前記第２のベヤ
リングとの間の前記軸に取り付けられているものである。



【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明に属する技術分野】
　本発明は、魚釣用リールに関し、さらに詳しく言えば、リールの " "（ｄｒａｇ）
機構の係合により生じる熱膨張の影響を低減させるよう設計された構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の魚釣用リールにおいては、ライン上に張力を作用させるようリールのスプールと
係合する （ｄｒａｇ）ワッシャーを備えていることは一般的なことである。例えば
、米国特許第４，８７１，１２９号と第５，２１９，１３１号と第５，６０１，２４５号
と第４，５１６，７４１号とを参照されたい。米国特許第４，５１６，７４１号は、スプ
ールが２つのベヤリング３と６との間で横方向に係止されている一般的なシステムを開示
している。このシステムではスプールを熱膨張させる余裕はない。ラインが動作するかま
たは巻き上げられるにしたがって、 摩擦プレートが擦れあって熱が発生する。ライ
ンを巻き上げるスプールは熱によって膨張するので、スプールに絡み付きが生じる傾向が
あり、この傾向は（車輪が依然として回転している間、ブレーキをかけたとき、制動表面
が発熱するのと同じやり方で） に影響を与える。
【０００３】
　本発明とは異なった機構であるが、熱の発生の問題を認識したと思われる１つの特許が
、米国特許第５，３１８，２４５号である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題と課題を解決するための手段】
　発熱の影響を低減するため、本発明者は、スプールが膨張するにしたがってスプールが
締まって、効果的な を変化させる傾向がないようスプールを取り付けるやり方を発
見したのである。そのやり方とは、スプール・ベヤリングをスプール・ポケット内で遊動
させる手段のことである。 機構と１つの軸の回りで回転するよう取り付けられてい
て、前記 機構と係合し、スプールの回転を遅くするために該 機構と係合する
よう位置ぎめされているスプールを備えた魚釣用リールで、前記係合が熱を作りだし、該
熱が軸方向に熱膨張を引き起こすようになっている魚釣用リールにおいて、ベヤリング取
り付け手段がスプールの軸方向に熱膨張することを可能ならしめるようにスプールを支承
しており、これにより前記スプールが軸方向に抑制されたときに生じる 力の増加を
低減し、而して、前記ベヤリング手段がさらに、複数のベヤリングより成り、この複数の
ベヤリングのうちの１つが摩擦力以外の力でスプールを抑制することなくスプールの外周
上で前記スプールを係合させるよう前記スプールのポケット内に取り付けられるよう構成
された魚釣用リールが本発明に従って提供されたのである。
【０００５】
　さらに、ベヤリング取り付け手段はもっとも好適には、２つのベヤリングが に
より互いに隔置されている状態で前記スプールを支承しており、而かも、少なくとも１つ
のスプリング手段と係合するよう構成されていることが好ましい。スプリング手段は、少
なくとも１つ又はそれ以上のスプリングより成り、好適には複数のスプリング・ワッシャ
ーより成ることが好ましい。
【０００６】
　本発明の１つの実施形態においては、２つのベヤリングは前記スプールを支承していて
、該ベヤリングのうちの１つは前記スプールのスロット内に取り付けられた保持リングに
より前記スプール内で に当接した状態で一定の軸方向の位置に保持されている。別の
実施形態では、２つのベヤリングが前記スプールを支持していて、該ベヤリングのうちの
１つが、前記スプールのスロット内に取り付けられた保持リングにより前記スプール内で
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請求項１記載の魚釣用リールにおいて、少なくとも１つのスプリング手段は前記第１の
ベヤリングと前記第２のベヤリングとの間にあるものである。
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に当接した状態で一定の軸方向の位置に保持されており、複数のスプリング・ワシャ
ーが、前記ベヤリングを支承するシャフト上に軸方向に固定されている保持リングに当接
した状態でかつ前記ベヤリングと保持リングとの間に取り付けられているのである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好適な実施形態を図解した添付図を参照しながら本発明を詳細に説明す
る。添付図面を参照すれば、図１（第１実施例）は、参照数字９により代表的に表示され
ているリールの横断面図を示しており、該リール９は、スプール１３が取り付けられてい
る駆動シャフト１１を備えている。スプール１３がシャフト１１の回りで自由に回転する
ことができるようスプール１３をシャフト１１上に取り付けるためにベヤリングがあり、
該ベヤリングは参照数字１０と１２により表示されている。ベヤリング１２は、スプール
１３上で内側の に当接して嵌め込まれており、他方のベヤリング１０は、図示のよう
に、内側の １５から隔置された状態に取り付けられている。ベヤリング１０と１２と
の間において、スリーブ１６と参照数字１８により代表的に表示されている複数のスプリ
ング・ワッシャーが設けられている。スプリング・ワッシャー１８と勝手反対にあるベヤ
リング１０の側部はスペーサー２０と係合しており、次に該スペーサー２０はシャフト１
１の と係合している。スプール１３は、熱で膨張する部材である。図１に示されてい
るように、単一の リールに使用される新しい システムについて注記しなけれ
ばならないことは、スペーサー２０に当接して右から左に圧力が加わると、この圧力はベ
ヤリング１０に作用する力に変形し、この力はスプリング・ワッシャー１８とスリーブ１
６と左端にあるベヤリング１２を押圧する。スプール１３内に固定されている保持リング
２４はベヤリング１２と係合している。従って、スプール１３に作用した力は、参照数字
２２により代表的に表示されている ワッシャー（ｄｒａｇ  ｗａｓｈｅｒ）に当接
した状態でスプール１３に押圧する。
【０００８】
　しかし、ベヤリング１０はスプール１３の中で代表的に参照数字２６により表示されて
いるポケット内で遊動するので、スプール１３は、（代表的に参照数字２１により表示さ
れている） 機構手段（ｄｒａｇ  ｍｅｃｈａｎｉｓｍｍｅａｎｓ）に堆積した熱に
より生じた熱膨張に応答して右の方へ自由に移動することができる。
【０００９】
　単一の リールに使用される新しい システムの別の実施形態を図解した図２
（第２実施例）を参照すれば、図１の第１実施例に示されている実施形態と異なっている
唯一の相違点は、図１に示されているタイプの保持リング２４がスペーサー２８と置き換
わっていることである。第２のベヤリング１２は、前記図１の実施例に於ける保持リング
２４ではなくてスペーサー２８を押圧する。 プレート３０はスプール１３に固定さ
れていて、また プレート３０は 機構手段の ワッシャー３２に当接して
状態で押圧を行う。また、第１のベヤリング１０は、スプール１３のポケット２６内で遊
動している。
【００１０】
　単一の リールに使用される新しい システムの別の実施形態が図３（第３実
施例）に図解されている。この実施形態においては、保持リング３３と（参照数字３５に
より代表的に表示されている）複数のスプリング・ワッシャーが、上記の２つの図面（第
１実施例、第２実施例）のスリーブ１６とスプリング・ワッシャー１８の代わりに使用さ
れている。
【００１１】
　従来の二元的な リール（ｄｕｒａｌ  ｄｒａｇ  ｒｅｅｌ）とスプール機構が図４
に図解されている。２つの プレート４０と４２がスプール２３に取り付けられたプ
レート４６に当接していることは容易に理解していただけよう。ベヤリング５０は、ベヤ
リング５１と同様、スプール２３の に直接当接している。
【００１２】
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　本発明を図４に図示のタイプの従来の装置に適用すると、ベヤリングがポケット内に収
容されている図１に示されているものと同様の配置が行われることになる。図５に図示の
ように、複数のスプリング・ワッシャーが に当接し、次に該 が
保持リング に当接する。 はベヤリングに当接した状態で押圧を行い
、次に、該ベヤリングの作用により 機構は係合を強いられることになる。熱が堆積
するにしたがって、リール６３のポケット内に位置ぎめされている一番外側のベヤリング
６１のおかげでリールは熱膨張することができるのであって、前記 は昇温しな
がら自由に右に向かって移動することができる。
【００１３】
　もっとも広い意味では、本発明は、スプールと 装置との間の接触から離れる方向
にスプールが膨張することができるよう装置の中に少なくとも１つのベヤリングを載置す
ることより成るものである。
【００１４】
　以下、本発明の好ましい実施の態様を列挙する。
【００１５】
　１．２つのベヤリング１０，１２が、 により互いに隔置された状態で前記スプ
ール１３を支持しており、而かも、少なくとも１つのスプリング手段が前記ベヤリング１
０と係合していることを特徴とする請求項１記載のベヤリング取り付け手段。
【００１６】
　２．スプリング手段が１つのスプリング・ワッシャー１８（又は３５）より成ることを
特徴とする前記第１項〔００１５〕に記載のベヤリング取り付け手段。
【００１７】
　３．スプリング手段が複数のスプリング・ワッシャー１８（又は３５）より成ることを
特徴とする前記第１項〔００１５〕に記載のベヤリング取り付け手段。
【００１８】
　４．２つのベヤリング１０，１２が前記スプール１３を支持していて、該ベヤリングの
うちの１つ１２が、前記スプール１３のスロット内に取り付けられた保持リング２４によ
り前記スプール１３内で に当接した状態で一定の軸方向の位置に保持されていること
を特徴とする請求項１記載のベヤリング取り付け手段。
【００１９】
　５．２つのベヤリング１０，１２が前記スプール１３を支持していて、該ベヤリングの
うちの１つ１２が、前記スプール１３のスロット内に取り付けられた保持リング２４によ
り前記スプール１３内で に当接した状態で一定の軸方向の位置に保持されており、複
数のスプリング・ワッシャー３５が、前記ベヤリング１０，１２を支持するシャフト１１
上に軸方向に固定されている保持リング２４に当接した状態でかつ前記ベヤリング１２と
保持リング３３との間に取り付けられていることを特徴とする請求項１記載のベヤリング
取り付け手段。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、スプールが取り付けられている駆動シャフトを備えるよう設計された魚
釣用リールの一部の横断面図である。
【図２】図２は、本発明に係る新しい システムの他の実施形態を示す図１に類似し
た横断面図である。
【図３】図３は、本発明に係る新しい システムの別の実施形態を示す横断面図であ
る。
【図４】図４は、従来の二元的な リールとスプールを示す横断面図である。
【図５】図５は、本発明に係る システムの更に他の実施形態を図解した横断面図で
ある。
【符号の説明】
　９　リール
　１０　ベヤリング
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スリーブ１６ スリーブ１６
２４ 前記スリーブ１６

ドラグ

リール６３

ドラグ

スリーブ

段差

段差

ドラグ

ドラグ

ドラグ
ドラグ



　１１　駆動シャフト
　１２　ベヤリング
　１３　スプール
　１５　内側の
　１６　スリーブ
　１８　スプリング・ワッシャー
　２０　スペーサー
　２１　 機構手段
　２２　 ワッシャー
　２３　スプール
　２４　保持リング
　２６　ポケット
　２８　スペーサー
　３０　 プレート
　３２　 ワッシャー
　３３　保持リング
　３５　スプリング・ワッシャー
　４０　 プレート
　４２　 プレート
　５０　ベヤリング
　５１　ベヤリング
　６１　ベヤリング
　６３　スプール
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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